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第 41 条の 19 の２((既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除))関係 

 

 

 

 

第 41 条の 19 の２((既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除))関係 

 

（適用年分） 

41 の 19 の２－１ 措置法第 41 条の 19 の２第１項に規定する「既存住宅の耐震改修をし

た場合の所得税額の特別控除」の適用年分は、耐震改修が完了した日（平成 18 年３月

31 日付国土交通省告示第 464 号に定める別表「住宅耐震改修証明申請書」における「上

記家屋に係る耐震改修が完了した日」）の属する年分となることに留意する。 

 

（住民票の写し） 

41 の 19 の２－２ 措置法規則第 19 条の 11 の２第６項第３号に掲げる「その者の住民票

の写し」は、措置法第 41 条の 19 の２の規定の適用を受ける家屋の所在地がその者の住

所地として記載されているものであることに留意する。 
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